
 今冬の大雪被害と首都直下地震の想定を踏まえた放置車両対策について 

 

 
○道路の状況：道路上に大量の倒壊建物やガレキ等とともに滞留車両・放置車両が発生し、道路が通行不能となる恐れ 
○行政の対応：道路管理者は被災地外から被災地へ向けて道路啓開部隊を進出させるが、 
       その過程で通行空間の確保に支障のある滞留車両の移動・放置車両の撤去が必要 

【法的課題】  
○道路管理者に係る法的権限について、平常時を想定した現行法では課題が存在 
 ・現場へのアクセス道路（それ自体被災していないもの）において、道路法による通行止めを行い、滞留車両へ移動

指示することが可能か 
 ・道路法第67条の2では、放置車両を破損させるような移動はできない 
 ・道路法には災害現場における物件処分規定があるが、現場へのアクセス道路について、災害現場といえるか 

【対応の方向性】  
○上記の課題に対応するため、臨時国会に以下のような内容の災害対策基本法の改正案を提出予定 
 ・一定の大規模災害の発生時において、道路管理者が通行空間の確保に支障があると認めるときは、道路管理者自ら

放置車両を移動させる（やむを得ない限度における破損を含む。）ことができることとする 
 ・その際に生じた通常生ずべき損失を補償することとする 

大雪の場合 
 
○立ち往生車両（運転者が乗車している場合又は近辺に避難している場合）は運転者による移動が可能 
○運転者がいない放置車両については、道路法第67条の2により、道路管理者がレッカー移動することは可能（ただし、
車両を破損させるような移動はできない） 

【法的課題】  
○放置車両を破損させてまで移動させるような緊急事態への対処については、新たな法的措置が必要 

首都直下地震等の大震災の場合 

資料５ 



（参考）参照条文 

 

○道路法（昭和27年法律第180号）（抄） 

 （通行の禁止又は制限）  

第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を

禁止し、又は制限することができる。  

一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合  

二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合  

２ 道路監理員（第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。）は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、

又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。  

３ 道路管理者は、水底トンネル（水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。）の構造を保全し、又は水底トンネル

における交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は

制限することができる。 

 

 （長時間放置された車両の移動等） 

第六十七条の二 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の

維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両

の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動

することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動す

る場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。 

２ 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当

該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。 

３ 道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管

の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装

置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。 

４ 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者（以下この条において「所有者等」という。）に対し、保管を

始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所

有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 

５ 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が

終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置

されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。 



 

○道路法（昭和27年法律第180号）（抄） 

 （非常災害時における土地の一時使用等） 

第六十八条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土

石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。 

２ 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はそ

の附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。 

 

 （損失の補償） 

第六十九条 道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

２ 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 

３ 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合におい

て、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法（昭和二十六年法律

第二百十九号）第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 

 

○災害対策基本法（昭和37年法律第223号）（抄） 

 （災害時における交通の規制等） 

第七十六条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしてい

る場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路の区間（災害

が発生し、又はまさに発生しようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあつては、区域又は道路の区間）を指定して、緊急通行車両（道路交通法（昭和

三十五年法律第百五号）第三十九条第一項の緊急自動車その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必要なもの

として政令で定めるものをいう。次条及び第七十六条の三において同じ。）以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 

２ 前項の規定による通行の禁止又は制限（以下この項、次条第一項及び第二項並びに第七十六条の四において「通行禁止等」という。）が行われたときは、

当該通行禁止等を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道

府県の区域内に在る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間（次条及び第七十六条の三において「通行禁止区域等」という。）その他必要な事項を

周知させる措置をとらなければならない。 

  

第七十六条の二 道路の区間に係る通行禁止等が行われたときは、当該道路の区間に在る通行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を

当該道路の区間以外の場所へ移動しなければならない。この場合において、当該車両を速やかに当該道路の区間以外の場所へ移動することが困難なときは、

当該車両をできる限り道路の左側端に沿つて駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 

２ 区域に係る通行禁止等が行われたときは、当該区域に在る通行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を道路外の場所へ移動しなけ

ればならない。この場合において、当該車両を速やかに道路外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両をできる限り道路の左側端に沿つて駐車する

等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 

３ 前二項の規定による駐車については、道路交通法第三章第九節及び第七十五条の八の規定は、適用しない。 

４ 第一項及び第二項の規定にかかわらず、通行禁止区域等に在る車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従つて車両を移動し、又は駐

車しなければならない。 

５ 第一項、第二項又は前項の規定による車両の移動又は駐車については、前条第一項の規定による車両の通行の禁止及び制限は、適用しない。 



 

○災害対策基本法（昭和37年法律第223号）（抄） 

第七十六条の三 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が

生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動する

ことその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置

をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得な

い限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 

３ 前二項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第一

項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両（自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下

この項において同じ。）の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。 

４ 第一項及び第二項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「緊急通行車

両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両（消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同

じ。）の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。 

５ 第一項（前二項において準用する場合を含む。）の規定による命令に従つて行う措置及び第二項（前二項において準用する場合を含む。）の規定により

行う措置については、第七十六条第一項の規定による車両の通行の禁止及び制限並びに前条第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。 

６ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第三項若しくは第四項において準用する第一項の規定による命令をし、又は第三項若しくは第四

項において準用する第二項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなけ

ればならない。 

 

 （損失補償等） 

第八十二条 国又は地方公共団体は、第六十四条第一項（同条第八項において準用する場合を含む。）、同条第七項において同条第一項の場合について準用

する第六十三条第二項、第七十一条、第七十六条の三第二項後段（同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。）又は第七十八条第一項の規定に

よる処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

２ 都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければなら

ない。 

 
 
 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

